
　・ 国民健康保険会計収支推計について

　・ 市政アンケート調査結果について

　　会　場　：　熊本市国際交流会館　（３階　国際会議室）

　　日　時　：　平成２７年１１月１９日（木）　１０：００～

熊本市

熊本市国民健康保険運営協議会 
 

会  議  資  料 



平成27年11月19日 

熊本市健康福祉子ども局国保年金課 

Ⅰ．熊本市国民健康保険会計健全化計画について 

Ⅲ．熊本市国民健康保険会計収支推計について 

Ⅳ．国民健康保険制度に係る本市の現況について 

Ⅴ．今後の国民健康保険会計健全化対策について 

Ⅱ．医療費について 



（健全化計画期間収支推移） 
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単年度収支 

保険料率改定 改定 改定 改定 改定 改定 改定 改定 

法定外繰入 17.0 15.6 15.4 2.2 1.9 3.1 1.1 0.8 0.8 2.3 1.5 2.0 1.5 2.4 8.0 8.2 10.9 9.7 9.4 9.8 10.0 20.4 24.5 32.7 32.8 23.3 

赤字補填分 14.5 13.1 12.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 17.2 18.2 28.2 28.2 20.0 
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単年度収支 4.9 7.5 2.7 0.0 0.1 △4.0 △4.6 △6.4 △5.7 △11.0 △2.7 △1.6 △12.7 △12.8 △4.3 0.4 △2.0 2.2 △13.7 △1.5 △1.8 9.2 19.8 31.1 7.0 △5.5 

累積収支 △10.0 △2.6 0.1 0.1 0.2 △3.8 △8.3 △14.8 △20.5 △31.5 △34.2 △35.9 △48.5 △61.3 △65.6 △65.2 △67.2 △65.1 △78.8 △80.2 △82.0 △72.8 △53.0 △21.9 △14.9 △20.4 

（億円） 

健全化計画期間 

Ⅰ．熊本市国民健康保険会計健全化計画について 

■ 本市は、平成17年度より、「国民健康保険会計健全化計画」を策定し、国民健康保険会計健全化に取り組んできた。 
■ 国民健康保険会計の累積赤字は、平成21年度決算において最大82.0億円となったものの、健全化計画に掲げる、 
 「医療費適正化」、「保険料収納率向上」及び「一般会計からの法定外繰入拡充」を柱とし、累積赤字解消に取り組ん 
 できた結果、平成25年度決算では累積赤字が14.9億円まで縮小した。 
■ しかし、保険給付費の増加が著しく、健全化計画の最終年度である平成26年度決算は単年度収支が約5.5億円の赤字 
 となり、累積収支が約20.4億円の赤字となった。 

健全化計画期間 



（健全化計画概要） 

Ⅰ．熊本市国民健康保険会計健全化計画について 

■ 健全化計画では、計画期間中、適宜計画見直しを行いつつ、医療費適正化・保険料収納率向上等に取り組んできた。 
■ また、被保険者の保険料負担感を踏まえつつ、平成18年度及び平成23年度に保険料率の改定を実施。しかし、平成 
 26年度に予定していた改定については、先送りしている。 



（健全化計画検証（医療費適正化）） 

Ⅰ．熊本市国民健康保険会計健全化計画について 

健全化計画検証（医療費適正化） 

決算見込

Ｈ20年度 Ｈ21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度

665 741 776 822 834 852 881

155 165 158 168 166 163 170

85.26% 85.76% 87.05% 87.50% 88.00% 88.50% 89.00%

177 212 238 234 245 251 258

6 17 28 22 22 22 22

59 66 73 83 88 88 88

49 55 53 59 56 56 56

10 11 20 25 32 32 32

666 743 767 804 817 841 866

443 501 519 538 552 565 580

-0.4% 13.1% 3.5% 3.8% 2.5% 2.4% 2.6%

△ 1 △ 2 9 18 17 11 15

△ 80 △ 82 △ 73 △ 55 △ 38 △ 27 △ 12
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伸率
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歳出（億円）

③ 医療給付費

法定外

一般会計繰入金

国支出金

② うち調整交付金プラス分

① 収納率

歳入（億円）

保険料

■ 未達成 

■ 健全化計画における医療費適正化について、健全化計画目標値の保険給付費対前年度伸率は、平成24年度決算では 
 △0.2％、平成25年度決算では0.9％で推移したものの、特定健診受診率も特定健診等実施計画目標値を達成できず、 
 最終年度である平成26年度決算では3.1％と大幅に増加、計画目標値毎年度伸率2.5％は未達成となった。 
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Ⅰ．熊本市国民健康保険会計健全化計画について 

決算見込

Ｈ20年度 Ｈ21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度

665 741 776 822 834 852 881

155 165 158 168 166 163 170

85.26% 85.76% 87.05% 87.50% 88.00% 88.50% 89.00%

177 212 238 234 245 251 258

6 17 28 22 22 22 22

59 66 73 83 88 88 88

49 55 53 59 56 56 56

10 11 20 25 32 32 32

666 743 767 804 817 841 866

443 501 519 538 552 565 580

-0.4% 13.1% 3.5% 3.8% 2.5% 2.4% 2.6%

△ 1 △ 2 9 18 17 11 15

△ 80 △ 82 △ 73 △ 55 △ 38 △ 27 △ 12

実績 推計

伸率

単年度収支

法定

累積収支

歳出（億円）

③ 医療給付費

法定外

一般会計繰入金

国支出金

② うち調整交付金プラス分

① 収納率

歳入（億円）

保険料

■ 未達成 

■ 健全化計画における収納率向上について、健全化計画目標値の毎年度収納率＋0.5％上昇は、平成24年度決算では 
 ＋0.06％、平成25年度決算では＋0.20％、最終年度である平成26年度決算では＋0.47％に留まり、結果として計画 
 目標は未達成となった。 

健全化計画検証（収納率） 

（健全化計画検証（収納率）） 
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Ⅱ．医療費について 
（保険給付費等現況） 

■ 被保険者数は減少を続けているものの、前期高齢者被保険者は増加しており、それに伴い、保険給付費は続伸してい 
 る状況。 
■ また、全体件数の約3％である高額レセプトが、保険給付費を引き上げている状況。 
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生活習慣病 
40.96％ 

1件30万円未満レセプト 
金額289億円 
【50.41%】 

1件30万円以上 
高額レセプト 
金額284億円 
【49.59%】 

脳血管疾患3.69％ 

慢性腎不全 
19.80％ 

糖尿病 
1.73％ 

新生物 
11.94％ 

精神22.94％ 

神経系5.17％ 

循環器系 
3.30％ 

呼吸器系 
4.39％ 

消化器系 
4.46％ 

損傷、中毒4.44％ 
筋骨格 
5.45％ 

高血圧症0.48％ 

※平成27年9月末データ抽出 

1件30万円以上高額レセプト 
件数46,933件【2.96%】 

1件30万円未満レセプト 
件数1,537,467件【97.04%】 

レセプト 
総数1,584,400件 

レセプト 
総額573億円 



■ 平成26年度単年度収支が赤字となった最大の要因は、保険給付費の大幅な増加であり、平成25年度決算では0.9％で 
 あった対前年度伸率が平成26年度決算では大幅に上昇。 
■ 本市の人口構造からは、今後も前期高齢者被保険者が大幅に増加するため、保険給付費も増加する見込み。 

（被保険者数推計） 
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Ⅱ．医療費について 
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734,474  733,560  
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※基礎データは、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推計）』による。 



Ⅲ．熊本市国民健康保険会計収支推計について 
【保険料率改定前収支推計】 



（単位：百万円） 

① 
② 

③ 

④ 



【保険料率改定実施シミュレーション】 

Ⅲ．熊本市国民健康保険会計収支推計について 

■ 保険料率改定を実施した場合の単年度収支均衡シミュレーション。 
 
■ 単年度収支及び一人当たり保険料への影響は、以下のとおり。 



Ⅳ．国民健康保険制度に係る本市の現況について 
（他都市（指定都市）比較〔保険料〕） 

■ 本市の平成27年度国民健康保険料は、モデル世帯比較（モデル世帯Ⅰ）で指定都市20市中2位。また、被保険者一人 
 当たり保険料比較でも、指定都市20市中10位であり、本市被保険者の負担感は重い状況にある。 

保険料比較【モデル世帯】 

年間保険料（平成26年度） 年間保険料（平成27年度） 

保険料比較【一人当たり】 

年間保険料（平成26年度） 年間保険料（平成27年度） 



（他都市（指定都市）比較〔収納率・保険給付費・収支等〕） 

収納率 
（一般被保険者・滞納繰越）比較 

収納率 
（一般被保険者・現年度）比較 一人当たり保険給付費比較 保険給付費伸率比較 

Ⅳ．国民健康保険制度に係る本市の現況について 



一人当たり一般会計 
繰入金（法定外分）比較 累積収支比較 単年度収支比較 

一般会計繰入金 
（法定外分）比較 



▼ 『適切な滞納処分』と『きめ細やかな対応』による取組みを強化し、平成29年度末までに収納率90.50%（一般被保険 
 者分・現年度分）を目指す。 
  
▼ 平成26年度以降、強化してきた滞納対策について、引き続き、徹底した滞納整理を実施し、滞納繰越額の削減を図 
 る。 

Ⅴ．今後の国民健康保険会計健全化対策について 
（医療費適正化・収納率向上対策等） 

▼ 平成27年10月よりマルチペイメントネットワークによる口座振替受付サービス（ペイジー）を導入、口座振替を徹底し、 
 口座振替率の向上を図る。 

▼ 〔一次点検〕 レセプト一次点検については、国民健康保険団体連合会に委託しており、毎年度20,000枚以上のレセ 
 プトを返戻。 
  
▼ 〔二次点検〕 レセプト二次点検については、民間業者に委託しているが、より効果的な点検ができるよう点検項目の見 
 直しを行う。 

▼ 被保険者への患者調査を実施し、正しい知識の啓発を行う。 



今後の国民健康保険会計健全化対策について 

▼ 特定健診受診結果により要治療者であった者で治療が確認できない者に対し、手紙や電話による受診勧奨を行い、 
 受診勧奨後も未受診の者に対しては、各区保健子ども課保健師による家庭訪問を行うことにより、予防可能な重症化 
 疾患の発症を抑制し、医療費適正化を図る。 

▼ ３か月間継続して同一診療科目で月4件以上の複数医療機関を受診している重複受診者や、3か月間継続して同一 
 医療機関で月15日以上受診している頻回受診者に対して、文書送付や家庭訪問による健康相談を行い、被保険者の 
 健康保持のために不必要な多量服薬を予防し、適正受診を確保することにより、医療費適正化を図る。 

▼ 40歳以上の被保険者への希望カード配布、リーフレットや情報誌等での広報を通じ、ジェネリック医薬品を普及すると 
 ともに、生活習慣病に伴う慢性疾患対象薬を処方されている者で1薬剤当たりの削減効果額が200円以上見込める者 
 に対し、自己負担差額通知書の送付することにより、ジェネリック医薬品の使用を促進し、医療費適正化を図る。 
  
▼ 40～74歳の被保険者のうち、生活習慣病に伴う慢性疾患（糖尿病、高血圧、脂質異常症等）対象薬で、1か月で1 
 薬剤当たりの削減効果額が200円以上見込まれる場合に送付している自己負担差額通知書の対象を拡大（年齢要件 
 撤廃、対象薬剤拡大）する。 

▼ 国民健康保険会計の現況、一般会計からの繰入れの状況、国民健康保険料率の決定方法並びに今後の国民健康 
 保険会計の収支見通し及び保険料率引上げの見込等に関するリーフレットを作成し、国民健康保険会計収支に係る理 
 解を促進、被保険者に対する保険料納付及び予防・健康づくりへの意識啓発が図られるよう、国民健康保険会計の 
 「見える化」を図る。 


